
入札公告（建築工事） 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和８年 ４月２０日 

                          いるま野農業協同組合 

                           代表理事組合長 亀田康好 ㊞ 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）事業主体 ：いるま野農業協同組合 

（２）補助事業名：令和７年度埼玉農業協同利用施設再編整備等支援事業 

（３）工 事 名：ＪＡいるま野川越第一共販センター新築工事 

（４）工事場所 ：川越市大字下赤坂１８０５－１２６他 

（５）工事概要 ：農産物集出荷場 

（６）工   期：（予定） 

第１期：着 工：令和 ８年１０月 １日 

          完 成：令和 ９年 ３月２３日 

           引渡し：令和 ９年 ３月３１日（第１期解体工事まで） 

第２期：着 工：令和 ９年 ４月 １日 

          完 成：令和１０年 ３月１７日 

           引渡し：令和１０年 ３月３１日（建築工事完了まで） 

第３期：着 工：令和１０年 ７月 ３日（プラント稼働後） 

          完 成：令和１１年 １月２２日 

           引渡し：令和１１年 １月３１日 

（７）工事請負契約締結：民間連合所定工事請負契約書により契約する。 

（８）見積事項 ：建設工事請負金額 

 

２．競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しな

い者であること。 

（２）経常利益が直近３か年間連続赤字で はない者であること。 

（３）直近年度の「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書」の建築一式工事業の総

合評点Ｐが 1115点以上であること。または、埼玉県入札参加名簿に登録されている資格審

査数値が 1200点以上であること。 

（４）再生・更生手続きを行った者でないこと（手続終結後 10か年を経過した者を除く）。 

（５）申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、本工事の行われる埼玉県に

おいて行政ならびにその関係機関から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。 

（６）過去１年間、会計検査院から不当事項として指摘された工事等に関与していない（又は

関与していた）ことを申し立てること。 
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（７）対象工事と同種の規模の工事の元請施工実績があること。なお、実績の対象期間は過去

10年分まで認める。 

（８）暴力団排除措置要網による指名停止の措置を受けていないこと。 

（９）埼玉県内に本店及び支店（営業所）がある者とする。 

（10）上記（１）～（10）の条件を満たしていても、提出を求めた書類について提出がない場

合には競争参加資格はないものとする。 

 

３．入札手続等 

（１）担当窓口 

  ア．名 称：いるま野農業協同組合 総合企画部 総務課 

  イ．住 所：川越市今成 2-29-4 

  ウ．電 話：049-224-1607 

  エ．担当者：榎本和明 

 

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 

  ア．期 間：令和８年 ４月２０日（月）～ 令和８年 ５月１１日（月） 

イ．場 所：いるま野農業協同組合 ホームページに掲載 

   

（３）一般競争入札参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）及び競争入札参加資格確

認資料（以下「資料」という。）の提出期間、場所及び方法 

ア．期 間：令和８年 ４月２０日（月）～ 令和８年 ５月１１日（月） 

        土・日・祝祭日を除く 9時 00分～17時 00分 

イ．場 所：いるま野農業協同組合 本店 総合企画部 総務課 

  ウ．方 法：上記場所へ事前に担当者宛に連絡の上持参のこと。 

 

（４）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

ア．日 時：令和８年 ７月 ２日（木）午前１０時より 

  イ．場 所：いるま野農業協同組合 本店 会議室 

  ウ．方 法：上記場所に持参のこと。 

 

４．入札の無効 

  本公告に示した競争参加資格のない者の行なった入札、申請書または資料に虚偽の記載を

した者、入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 

５．落札者の決定方法 

  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

    

６．苦情申立て 

  本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続きに関し、当事業主体に対し苦情申立



てを行うことが出来る。 

７．その他 

  詳細は入札説明書による。 

  競争参加資格通知にかかわらず、見積業務に発生する費用負担は各社にて負担する。 


